
野田市告示第 ８８ 号 

 

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１０項の規定によ

り設置された次の地域包括支援センターについて事業所の名称の変更の届出が

されたので公表する。 

 

令和７年４月１０日 

 

野田市長 鈴 木  有 

 

 

 

１ 事業所の名称    野田市地域包括支援課地域包括支援センター 

２ 事業所の所在地   野田市鶴奉７番地の１ 

３ 届出者       野田市 

４ 営業日及び営業時間 ８時３０分から１７時１５分 

            （土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く） 

５ 担当する区域    野田市全域 

６ 職員の職種及び員数 地域包括支援課長（センター長）１名、保健師１名、

社会福祉士等３名、主任介護支援専門員１名 

７ 事業の内容     地域支援事業 

８ 変更年月日     令和７年４月１日             

 

 

 


